
令和７年５月２０日 

山形市商工観光部日本一の観光案内所整備室 

 

質 問 回 答 

 

「観光プロモーション用映像制作等業務公募型プロポーザル」について、次のとおり回答します。 

 

 
資料名及び 

ページ番号 
質問内容 回答内容 

１ 

「基本仕様書」 

２ページ 

４３行目 

(２)コンセプトシート(原稿)の企画・作成 

ウの 取材・調査に関して取材は５回以

上を想定とありますが、取材に関しては

一部オンライン面談も可能でしょうか？ 

原則として対面での取材を想定しており

ます。ただし、取材先の要望がある場合

等は一部オンラインでの面談でも問題

ございません。 

２ 

「基本仕様書」 

２ページ 

４３行目 

基本仕様書＞５業務内容＞ウ 取材・調

査＞取材については、オンラインで 

も可能でしょうか？対面のみでしょう

か？ 

原則として対面での取材を想定しており

ます。ただし、取材先の要望がある場合

等は一部オンラインでの面談でも問題

ございません 

３ 

「基本仕様書」 

３ページ 

５行目 

(３)旅前における誘客プロモーション映

像の制作 

既存の山形市観光 PR 映像や素材（撮

影済映像・画像など）は提供いただけま

すでしょうか？新たな撮影はもちろんの

ことですが、過去にもし活用可能な素材

がある場合は、その活用も検討したいと

考えております。 

山形市から受託事業者への素材の提

供は想定しておりません。 

あくまで受託事業者の側によるご準備・

対応をお願い申し上げます。 

４ 

「基本仕様書」 

３ページ 

５行目 

(３)旅前における誘客プロモーション映

像の制作 

観光関連団体・施設等への取材・撮影

交渉について、市からの支援（紹介・調

整など）を受けることは可能でしょうか？ 

山形市から受託事業者への支援は想

定しておりません。 

あくまで受託事業者の側によるご準備・

対応をお願い申し上げます。 

５ 

「基本仕様書」 

３ページ 

８行目 

「今年度においてはすべての四季の映

像シナリオ及び絵コンテのコンテンツの

提案を必要とするが、映像制作に関し

ては夏・秋・冬」のみを想定とするとあり

ますが、翌年度にもちこして春の映像制

作、プロモーションを実施することになる

のでしょうか。 

本業務における映像制作は、あくまで

「夏・秋・冬」のみとなります。 

「春」の映像制作については、本業務と

は別に検討いたします。 

翌年度の事業の予定としておりますが、

詳細については未定です。 

６ 

「基本仕様書」 

３ページ下段

～５ページ上

基本仕様書５業務内容の(４)旅中にお

ける体験型コンテンツ映像の制作につ

いて、本文中に「プロジェクション映像」

厳密には「プロジェクションマッピング」と

いうことになります。投影場所の想定が

壁・天井・床の平面であり、各面の境界



段 と「プロジェクションマッピング」という文

言が混在していますが、投影場所の想

定が壁・天井・床と平面であることから、

「プロジェクション映像」という認識で問

題ないでしょうか？ 

 

※「プロジェクション映像」と「プロジェク

ションマッピング」は全く異なるもので、

マッピングとなると機材や作成方法、合

わせて予算的にも変動する為でした。ご

教示ください。 

や角部分に合わせて各面の映像を投

影するために若干のマッピング調整が

必要になる場合があるためです。 

ただし、投影環境の整備は次年度以降

を想定しており、最終的な投影空間で

のマッピング調整は空間整備の際に行

う想定です。そのため、本業務ではあく

まで平面５面への投影を前提とした映

像制作を行うものとなります。 

なお、プロジェクションマッピングの試写

に関しては、「基本仕様書５（４）カ」で想

定しているものに近しい投影空間を提

案いただき、試写を実施していただきま

すようお願い申し上げます。 

７ 

「基本仕様書」 

３ページ下段

～５ページ上

段 

基本仕様書５業務内容の(４)旅中にお

ける体験型コンテンツ映像の制作につ

いて、日本一の観光案内所に設置予定

の映像投影機器・音声機器の具体的機

器名があれば教えてください。 

投影環境の整備は次年度以降を予定

しており現時点では未定となっておりま

す。 

８ 

「基本仕様書」 

４ページ 

２行目 

「四季折々の風景」と記載があります

が、撮影および映像制作に関してはプ

ロモーション映像制作と同様の「夏・秋・

冬のみ想定」の認識でよろしいでしょう

か？ 

お見込みの通りです。 

９ 

「基本仕様書」 

４ページ 

１１行目 

記載の通り、「３６０度カメラで撮影した

素材を使った映像制作」という認識で問

題ないでしょうか？ 

問題ございません。なお、３６０度カメラ

でなくても、３６０度の映像が撮影できる

機材であれば特定のカメラを限定するも

のではありません。 

１０ 

「基本仕様書」 

４ページ 

下から３行目 

投影面数：５ 面（壁面 ３ 面・天井 １ 

面・床面 １ 面） にプロジェクションマッ

ピングするにあたり、プロジェクター設営

する際に、壁に穴を開けることは可能で

しょうか？ 

日本一の観光案内所の展示スペース

や観光ギャラリーに関して、投影環境の

整備は次年度以降、当市にて実施を予

定しており、現時点で壁に穴を開けるこ

とは可能と思われますが、具体的な施

工内容は未定です。 

プロジェクション映像の試写に関して

は、環境・場所は受託事業者からの提

案とさせていただいているため、壁に穴

を開ける等の施工作業は受託事業者に

てご確認をお願いいたします。 



１１ 

「基本仕様書」 

４ページ 

４３行目 

プロジェクション映像の使用予定時期は

来年度以降になりますでしょうか？ 

本委託業務の完了を令和８年３月３０日

としておりますので、使用時期は来年度

以降と想定しております。 

１２ 
「基本仕様書」 

５ページ 

SNS 広告配信は、旅前（夏秋冬）の３回

をそれぞれ１１０万円（合計６６０万円）を

委託金額内で実行するということでしょう

か。 

全て含めて税込１,１００,０００円を上限と

いたします。 

１３ 

「基本仕様書」 

５ページ 

１０行目 

（５）のプロモーションの時期が記載され

ていませんが、動画が完成した時点で、

プロモーションを実施するという認識で

しょうか。それとも完成品一式が整った

後にまとめてプロモーションを実施する

ということでしょうか。 

配信媒体及びスケジュール等について

は受託事業者の提案に基づき協議の

上決定します。 

１４ 

「基本仕様書」 

５ページ 

１０行目 

(５)プロモーション及び効果検証の実施

期間は平成８年３月３０日までの間に行

うのでしょうか。（３）旅前における誘客プ

ロモーション映像の短尺編との記載もあ

り配信のスケジュールや配信コンテンツ

の考え方（例えば納品映像とはちがっ

たメイキング映像など）もご教示いただ

けないでしょうか？ 

本業務は「基本仕様書５（５）」を含めた

すべての業務を委託期間内に実施する

ものとなります。 

「基本仕様書５（３）」については「基本仕

様書５（２）」で作成したコンセプトシート

を踏まえ３分以内の長尺編とその短尺

編を制作する業務となっております。 

配信コンテンツの考え方としては、「基

本仕様書５（５）オ」に記載の通り「基本

仕様書５（３）」において制作した映像の

うち、短尺編の映像をプロモーション及

び効果検証を行うものとなっておりま

す。配信媒体及びスケジュール等につ

いては受託事業者の提案に基づき協議

の上決定します。 

１５ 

「基本仕様書」 

５ページ 

１０行目 

(５)プロモーション及び効果検証に関し

てはご予算¥１,１００,０００（税込）と定め

られておりますが、それも含めて上限金

額は、２５,５００,０００円（税込）という理解

で合っておりますでしょうか？ 

また、プロモーション予算については今

後拡張していくことは想定されています

でしょうか。 

※本プロポーザルのメインではないので

¥１,１００,０００（税込）という予算感であ

り、今後の本格的な SNS 等を活用した

プロモーション予算は追って策定される

理解をしております。 

本業務の委託金額の上限金額は２５，５

００，０００円（消費税及び地方消費税を

含む。）であり、その中に、プロモーショ

ン及び効果検証に要する経費を税込１,

１００,０００円を上限に含めます。 

プロモーション予算について、今年度に

おいての拡張は考えておりません。ま

た、次年度以降も未定となっておりま

す。 



１６ 

「基本仕様書」 

６ページ 

３６行目 

８ 業務の再委託 

「あらかじめ書面により本市の承諾を得

た場合は、この限ではない」とあるがど

のタイミングで山形市様に再委託の許

可を申請するのでしょうか？ 

契約締結時及び委託期間中において

必要に応じ随時協議の上、承諾を行い

ます。 

１７ 

「基本仕様書」 

６ページ 

３６行目 

８ 業務の再委託 

再委託を行ってはならないとあります

が、カメラマンや編集等の実務部分を

外部のクリエーターと連携して実施する

ことが想定されます。その業務も再委託

扱いとなるのでしょうか。また、再委託先

として個人事業主の業務従事は可能で

しょうか。 

実務部分を外部のクリエーターに委託

することは、原則として再委託に該当し

ます。ただし、これらの外部クリエーター

が個人事業主であっても、当市の承諾

を得た場合業務を委託すること自体は

可能です。そのため、本市に対し再委

託の申請を行っていただくことで、業務

内容の一部を再委託することはできま

す。 

１８ 

「公募型プロポ

ーザル実施要

領」 

４ページ 

（４）提出部数の欄において、「⑦～⑧は

１０部。」と明記されておりますが、 

同内容の企画提案書【様式７】および経

費見積書【様式８】それぞれ１０ファイル

分、DVD-R に入れるということでしょう

か？ 

企画提案書【様式７】および経費見積書

【様式８】はそれぞれ１データを作成する

事になりますが、同内容のデータを１０

部格納する意図をご教示いただけまし

たら幸いです。 

提出書類①～⑥各１部、⑦～⑧各１０

部は、印刷物として提出を求めるものと

なります。 

１９  

スケジュールの確認です。 

参加申込（書類提出）は、企画提案書

等の提出時と同時で良いとの認識で間

違い無いでしょうか？ご教示ください。 

お見込みの通りです。 

 


